
 
 

 

一 

 
 

 

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ 

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
個
人
」
の
下
に
「
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
（
当
該
指
定
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
を 

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
個
人
）
」
の
下
に
「
（
第
五
号
の
指
定 

を
し
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
有
し
て
い
た
者
」
の
下
に
「
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
を
除 

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に 

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
子
又
は
孫
の
う
ち
の
一
人
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
又
は
孫
（
そ
の
者
が
主
と 

 
 

し
て
当
該
子
又
は
孫
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
子
及
び
孫
の
う
ち
に 

 
 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
の
子
又
は
孫
に
対
し
、
そ
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
又
は
そ
の
生
活
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付 

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


